
（企業・事業者向けの支援）

事　業　内　容 連　絡　先

6-1 生活衛生に関する
相談

宿泊業、理美容、クリーニング、公衆浴場等にかかる
衛生面の相談を受け付けます。

6-2 食品衛生に関する
相談

飲食店、食品製造業等にかかる衛生面の相談を受け付
けます。

6-3 「安心はおいしい
プラス」認証制度

飲食店における感染症の拡大を防止するため、第三者
による認証制度を実施します。
【対象事業者】
　飲食店　（ﾃｲｸｱｳﾄ・ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ専門の店舗、宿泊者のみに
          食事を提供する施設は対象外）

○食品・生活衛生課
TEL:097-506-3056
（平日8:30～17:15）

https://anshin-oishi.com/

6-4 新しいおおいた旅
割第２弾「満喫
クーポン」

県内旅行期間中に地域のお店で使える「満喫クーポ
ン」（大分県内地域クーポン）の取扱施設・店舗を募
集しています。

【地域クーポン（電子）】
 平日最大2,000円、休日最大1,000円

【受付期間】随時
【申請方法】
「新しいおおいた旅割第２弾」
ホームページから申請
　https://newoita-tabiwari.visit-
oita.jp/business/ecoupon
【注意事項】
・申請後、「新しいおおいた旅割」ホームページで
　加盟店一覧に順次掲載
・複数施設・店舗運営の場合、施設・店舗ごとに申請
・対象施設・店舗はGotoトラベルキャンペーンの地域
　共通クーポンに参加可能な業種と同一

○事務局コールセンター
TEL：0120-550-066
（平日9:00～19:00）

○観光誘致促進室
TEL：097-506-2118
FAX：097-506-1729
（平日8:30～17:15）

6-5 プレミアム商品券
による地域消費喚
起支援

県内の消費拡大や地域経済の活性化を図るため、市町
村と連携し、プレミアム付商品券を発行する商工会・
商工会議所等に対し助成します。
【補助対象】商品券のプレミアム部分（20%）、
            及び事務費の1/2
【発行規模】市町村による上乗せ含め130億円程度

※市町村プレミアム商品券
　販売・利用スケジュール等一覧
　・居住地以外の市町村の商品券も
　　購入可能
　・下記ホームページをご確認ください。
 https://www.pref.oita.jp/soshiki/14300/oita-
premium2022-3.html

○商業･サービス業振興課
TEL：097-506-3290
（平日8:30～17:15）

○各市町村商工担当課

○食品・生活衛生課
TEL：097-506-3055（生活衛生）
TEL：097-506-3056（食品衛生）
Email：a13910@pref.oita.lg.jp
　　　　　　　　　（平日8:30～17:15）
○管轄の保健所
東部保健所（別府、杵築、日出）
国東保健部（国東、姫島）
中部保健所（臼杵、津久見）
由布保健部（由布）
豊肥保健所（竹田、豊後大野）
南部保健所（佐伯）
西部保健所（日田、玖珠、九重）
北部保健所（中津、宇佐）
豊後高田保健部（豊後高田）
※大分市内の事業については、
大分市保健所にご確認ください。

６．飲食業・宿泊業などに関すること
項　　目
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